
協会相談室
(消費者・広報部)

当該会員
(消費者相談対応部門)

行政
(経済産業省・局等)

消費者
(申出者)

消費者センター等

調査・処理
依頼

回答

報告・調整

相談・苦情

相談・苦情処理に関するスキーム
（会員の営む割賦販売法適用取引に関する相談・苦情）

回答
報告

③

④

①

⑤

相談・苦情内容の確認

②

⑥

⑤


